
２０２４年度 埼玉県第４種サッカーリーグ戦 実施要項 
Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌｅａｇｕｅ 

 

 １  目  的  小学生年代の少年少女に対し、サッカーの楽しさ・興味・関心を醸成するとともに粘り強さ・技 

 術の向上・心身の健全な発達を図る。併せて、年齢に見合った指導とＭ－Ｔ－Ｍメソッドの指導 

 法により、バランスのとれた選手及び指導者の養成を目指す。 

 ２ 主  催  公益財団法人 埼玉県サッカー協会 

 ３ 主  管  公益財団法人 埼玉県サッカー協会第４種委員会 

 ４ 運  営  東・西・南・北・少女各地区運営委員会 

５ 後  援  埼玉県／ＮＨＫさいたま放送局／テレ玉／ＦＭ ＮＡＣＫ５／埼玉新聞社 

６ 協  賛  埼玉縣信用金庫／ミズノ／ＭＣＣスポーツ㈱／コカ･コーラボトラーズジャパン 

 ７ 特別協力  浦和レッドダイヤモンズ／大宮アルディージャ 

 ８ 期  日（１）４月１４日（日）から１０月６日（日）の間とし、４月から５月を前期、６月から１０月 

          を後期に区分しての実施を基準とする。 

       （２）各地区は、前（１）の期間内で月１日から３日のマッチデーを設定して行うものとする。 

       （３）前（２）のマッチデーは、４月１４日・４月２８日・５月１２日・５月２６日・６月９日・ 

６月２３日・６月３０日・９月１日・９月１５日・９月２９日・１０月６日を基準として、 

各地区の実情に応じて設定するものとする。 

９ 会  場  県内各会場 

１０ 参加資格（１）２０２４年度日本サッカー協会第４種に加盟登録したチーム（以下「加盟チーム」）であるこ

と（準加盟チームを含む）。 

２０２４年３月３日（日）までに継続登録申請又は新規登録申請を完了し、さらに、同年 

３月１３日（水）までに承認済であること。 

（２）前（１）に所属する選手であり日本サッカー協会発行の第４種の選手証を有する者で、かつ

スポーツ安全傷害保険に加入済であること。 

（３）登録選手は８人以上とし、登録要領等は別紙第１「選手登録について」による。 

（４）リーグ戦に参加する選手の登録は、８（１）の前期開始前とし、リーグ戦開始後の異なる 

加盟チーム間の移籍については随時これを認める。（細部：別紙第１「選手登録について」）    

１１ 参加チーム  

（１）次の条件のすべてを満たす加盟チームは２チームの参加を認める。 

① 前１０（１）の継続登録又は新規登録申請の時点で、１７人以上の６年生の登録申請が 

あること。 

② エントリー表提出の時点で両チームに１人以上の６年生を選手登録し、さらにリーグ戦

の終始を通じて両チームに１人以上の６年生の選手登録を継続すること。 

③ エントリー表に記載した選手は、８（１）の前期対戦中又は後期対戦中でのチーム間の入

れ替えがないこと。（５月２７日から６月８日までの間での入れ替えは認める。） 

④ エントリー表・メンバー表に記載する監督・役員（指導者）は重複しないこと。 

⑤ 有資格審判員を２人以上帯同できること。 

⑥ Ｓ１リーグ・Ｓ２リーグにおいて、複数参加チームは、同一リーグへの参加は出来ない。 

 （２）少人数等のため、単独では活動出来ないチームへの救済措置として、次のどちらかの条件を 

満たす場合に限り、その条件の範囲で１０（１）の資格を有する加盟チームの合同チームで 

の出場を認める。 

また、どちらの条件においても、同チームの地域は同一地域とし、必ず地区運営委員会の 

承認を受けることを必要とする。 

① 合同で参加するすべてのチームのエントリーする人数が、８人未満同士の場合は、合同 

するチーム数の制限は設けないものとする。 
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なお、合同チームを構成するチームが、その合同チーム以外のチームで別途エントリー 

することは、単独チームの形でも合同チームの形でも不可とする。 

② 合同で参加する一方のチームのエントリーする人数が８人に満たない場合は、合同する 

チーム数は２チームまでとする。 

 なお、合同チームを構成するチームが、その合同チーム以外のチームで別途エントリー 

することは、単独チームの形でも合同チームの形でも不可とする。 

１２ リーグ構成 

（１） 第４種サッカーリーグ戦の構成は、次の通りとする。 

Ｓ１リーグ（全県を対象とする。）８チーム 

Ｓ２リーグ（全県を対象とする。）８チーム 

Ｓ１リーグ・Ｓ２リーグ以外のリーグ（以下、地区リーグという） 

ホーム＆アウエー方式でのリーグ戦（各２対戦） 

（２） 地区リーグは、東西南北の区分を基本とし、９チーム（基準）／１ブロックで４９ブロック

に分け構成する。 

       （３）地区リーグのブロック数は、東部１１、西部１２、南部２０、北部５、少女１とする。 

       （４）順位の決定方法は、勝点（勝ち３点・引き分け１点・負け０点）により勝点の多い順に       

１位～３位を決定する。 

          同勝点で１位～３位が決定しない場合は、原則として再試合による。ただし、やむを得ない 

事由により、各地区運営委員長の承認を受けた場合は、ＰＫ戦（ペナルティ―シュートアウ 

ト、以下ＰＫ戦という）又は抽選によることができる。なお、ＰＫ戦で勝者を決定する場合 

は、エントリーされた競技者８人を選抜し、そのうち３人により行う。 

       （５）何らかの事情により、期間途中でリーグ戦が中止となった場合の対応は、埼玉県サッカー協

会第４種委員会で協議し決定する。参加チームはその決定に従うこと。 

１３ 競技規則 実施年度の日本サッカー協会競技規則および８人制サッカー競技規則による。 

１４ 大会規定 以下の項目については、本大会の規定を定める。 

       （１）競技のフィールド 

競技のフィールドは６８ｍ×５０ｍを基準、ゴールは５ｍ×２．１５ｍとする。 

その他のサイズについては、８人制サッカー競技規則による。 

（２）試合球 

試合の使用球はミズノ社製４号ＪＦＡ検定球とする。 

（３）競技者の数 

①１チーム８人の競技者によって行い、競技者のうち１人はゴールキーパーとする。 

           ６人以上で試合は成立とする。 

          ②退場者が出た場合は、交代要員の中から競技者を補充することができる。 

                   ③交代要員の数は、１２人以内とする。 

       （４）ベンチ入りするチーム役員の数 

          ベンチ入りできるチームの役員は、監督・役員（指導者）２人以上５人以内とする。 

       （５）競技者の用具・ユニフォーム 

          ①日本サッカー協会のユニフォーム規程に基づいたユニフォームを使用しなければならな 

い。 

          ②本リーグ戦に登録した正・副２組のユニフォーム（シャツ、ショーツ、ソックス）を、 

           試合会場に持参し、着用しなければならない。 

           なお、正副の２色については明確に異なる色とする。 

          ③主審は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており、判別しがたいときは、 

           両チーム立ち合いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。 

          ④前項の場合、主審は、両チームの各２組のユニフォームのうちから、シャツ、ショーツ 

           及びソックスのそれぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定することができる。 
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          ⑤選手の用具の運用については、下記のとおりとする。 

           ・ソックステープ等の色は問わない。 

                     ・ソックスにテープまたはその他の材質のものを貼り付ける、または外部に着用する 

場合、ソックスと同色でなくても良い。 

           ・アンダーシャツの色は問わない。但し、チーム内で同色のものを着用する。（ゴールキー

パーは除く） 

           ・アンダーショーツおよびタイツの色は問わない。但し、チーム内で同色のものを 

着用する。（ゴールキーパーは除く） 

           ・ユニフォームのデザイン、ロゴ等が異なっていても、主たる色が同系色であれば 

着用することができる。但し、ビブス等は不可とする。 

          ⑥ポイント取替式のスパイクの使用は認めない。 

       （６）試合時間 

          試合時間は４０分（前後半各２０分）とする。 

          ハーフタイムのインターバルは原則５分間とする。 

          なお、天候により競技時間内に、飲水タイムまたはクーリングブレイクを実施する。 

       （７）選手交代 

          各試合のメンバー（２０人以内）の範囲内で自由な交代とし、交代ゾーンを使用する。 

          ①交代は、主審の承認を得ることなく、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中に 

関わらず行うことができる。    

                 ②ゴールキーパーの交代は、ボールがアウトオブプレーのときに、主審に通知し、主審の 

承認を得て行う。なお、交代して退くゴールキーパーは、境界線の最も近い地点から 

フィールドの外へ出なければならない。 

           ③ゴールキーパーとフィールドプレーヤーの入れ替えは、アウトオブプレーとなった時に、 

           主審に通知し、承認を得て行う事が出来る。   

                 ④交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを 

           離れてもよい。 

       （８）キックオフから直接得点することはできない。キックオフからのボールが直接相手ゴール 

に入った場合は相手チームのゴールキックで再開する。 

１５ 選 手 証 各チームの登録選手は、日本サッカー協会の選手証を持参しなければならない。ただし、写真 

        貼付により、顔の認識が出来るものであること。 

※原則として、「KICKOFF」から出力した選手証・登録選手一覧を印刷したものとする。 

（スマートフォン等での提出は認めない。）    

１６ 表  彰 各ブロック１位・２位・３位チームを表彰する。 

１７ 表 彰 式 詳細については、別に示す。 

１８ 代 表 権（１）Ｓ１リーグ、Ｓ２リーグの全チーム並びに、地区リーグ各ブロック１位チームを第１８回 

埼玉県第４種サッカーリーグ選手権大会（以下「選手権大会」という。）の出場チームと 

し、その実施要領は次の大綱に基づき別に示す。 

          ・適用する競技規則は、前１３・１４に同じ 

          ・リーグ戦最終版のエントリー表に記載されていない選手は参加できない。 

（２）Ｓ１リーグ・Ｓ２リーグの全チーム並びに、地区リーグ各ブロック１位、２位、３位チーム 

   を「ＪＦＡ第４８回全日本Ｕ－１２サッカー選手権大会埼玉県大会」（以下、全日本大会と 

   いう）の出場チームとする。 

その実施要項は別に示す。 

                    なお、１１（２）の合同チームとして当リーグ戦に参加したチームは、全日本大会決勝大 

会の出場要件である、単一加盟チームではないので、出場することはできない。 

当該チームが１位、２位、３位に入った場合は、次位チームが繰り上がるものとする。 
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１９ 昇 降 格  2024 年度の成績により、2025 年度のＳ１リーグ、Ｓ２リーグは次の通りとする。 

          2025 年度Ｓ１リーグは、2024 年度Ｓ１リーグ１～８位、2024 年度Ｓ２リーグ１・２位で構成 

         2025 年度Ｓ２リーグは、2024 年度Ｓ２リーグ３～８位、2024 年度新人戦１～４位チームで 

         構成する。なお、新人戦１～４位チームが、すでにＳリーグに参入の場合は、2022 年度から 

2024 年度までのポイント制により、上位チームから、繰上げ参入とする。 

２０ そ の 他（１）参加チームは、前８のマッチデーでの対戦に努めるものとする。ただし、学校行事又は 

それに準じる事由あるいは悪天候等によりマッチデーに対戦できない場合は、各地区運営 

委員長又はその指名する者の承認を受けて別日程で対戦することができる。 

（２）実施上の細部は「確認事項」による。 

       （３）運営上の報告事項は別紙第２「報告事項一覧表」による。 

       （４）Ｓ１リーグ・Ｓ２リーグのチームについては、公益財団法人埼玉県サッカー協会 第４種委

員会が、別に定める義務を履行すること。 
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確 認 事 項 

 

１ エントリー表及びメンバー表の提出並びにユニフォームの確認について 

（１）リーグ戦開始前までにエントリー表を１部提出する。（提出時期・提出先は地区運営委員長の計画による。） 

（２）試合開始時刻５０分前までにメンバー表を１部本部に提出するとともに、メンバー表記載全選手の選手証または登録

選手一覧を呈示しメンバー表との照合・確認を受ける。 

（３）試合開始時刻４０分前に、正・副２組のユニフォームを持参して、審判員によるチェックを受ける。（対戦相手と類似

色の場合は、話し合い又は主審のトスにより決定する。ただし、原則としてホームチームに優先権を与える。） 

（４）交代要員を含む全選手と選手証（含む登録選手一覧）・メンバー表との照合及び用具等の確認を試合開始時刻 10 分前

から受ける。 

２ ベンチについて 

（１）ベンチに入れる者は、メンバー表記載選手２０人以内と、登録された監督・役員（指導者）２人以上５人以内とする。 

（２）チームベンチは競技のフィールドに向かって左側をホームチームとし、対戦相手が右側とする。 

（３）ベンチに入る監督・役員（指導者）は、少年年代の指導者としてふさわしい態度・言動（指示）で臨むこと 

（ベンチでの携帯電話・カメラ・ビデオ等の使用は禁止する。） 

３ 警告・退場について 

（１）リーグ戦（実施要項１２（３）の再試合等を含む。以下同じ）及び選手権大会を懲罰規定上の当該競技会とみなし、未

消化の出場停止処分は持ち越し順次消化する。                               

（２）退場を命じられた選手等（選手・監督・役員（指導者）をいう。以下同じ）は、次の１試合は出場できない。警告を累

積３回受けた選手等も同様とする。 

（３）リーグ戦の終了時点で累積の警告は消滅し、選手権大会には持ち越さない。 

４ 不戦敗について 

  棄権又は選手数の不足、用具・選手証の不備又は集合時間等の著しい遅れ等により試合が開始できない場合は、その試

合について当該チームを不戦敗とし、相手チームに勝点３を与える。没収又は無効試合の場合も同様に相手チームに勝

点３を与える。なお、チームの事情によりリーグ戦途中で不参加の意思表示をした場合、それまでの結果も含めて不戦

敗とする。 

５ 天候その他の事由による中断・中止等の場合の処置 

  試合途中で中断した場合、再開後の試合時間は規定の試合時間の残り時間とする。再開できないときは、その時点の得

点をもって試合終了とする。ただし、ブロック責任者、会場責任者及び当該チームが合意のうえ地区運営委員長が承認

した場合は、別日程で再試合を行うことができる。 

６ 競技場内での飲水について 

（１）試合中必要に応じて、飲水タイムまたはクーリングブレイクを設ける。 

（２）水以外の“スポーツドリンク”等の持ち込み及び摂取については、会場責任者の指示による。 

７ 審判について 

  すべての試合をチーム帯同の審判員が行う。（やむを得ない事情により第３者の審判員の割当が困難な場合は、対戦チー

ム同士の相互審判とすることができる。） 

８ 対戦日程・組み合わせ作成及び対戦にあたっての注意事項 

チームは１日２試合以下、２日連続対戦の場合は２日間で２試合以下、３日連続の場合は３日間で３試合以下とする。 
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９ その他 

（１）地区運営委員長はブロック責任者（チーム）を、ブロック責任者（チーム）は会場責任者（チーム）をそれぞれ指名す

る。 

（２）地区運営委員長は、細部具体的な運営要領を定めて地区内参加チームに周知徹底すること 

（３）ブロック責任者は、別に示すところにより有望選手の選考及び経理会計処理を実施するとともに、リーグ戦並びに選

手権大会に関連する連絡・調整を担任する。 

（４）試合前、ハーフタイム中のグラウンド内の練習については、各会場責任者の指示に従うこと 

（５）営利目的や選手・スタッフの肖像権の侵害となる写真撮影、およびビデオカメラやスマートフォン等による試合動画

の撮影、インターネット配信、三脚等を含む大きな機材の使用、また他の観客の観戦や試合運営を妨げる撮影行為を

することは禁止とする。 なお、撮影については、（５）に加えて（６）を遵守のこと 

（６）撮影については以下を遵守する。 

    ① 私的目的以外で、試合及び観客等の写真撮影または動画撮影、並びに撮影した写真または動画を複製する 

ことは禁止とする。 

② 動画の全部または一部を、インターネットその他のメディアを通じて配信することは禁止とする。 

10 実施要項・確認事項の各条項が守られない場合又はリーグ戦運営にあたり不適切な行為等があった場合、ならびに前３

（２）については、リーグ戦フェアプレー・規律委員会において審議する。（ＪＦＡ懲罰規程による。）  
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２０２４年度第４種サッカーリーグ戦  
西部地区細部運営要領 

 
２０２４年度埼玉県第４種サッカーリーグ戦実施要項（以下、「県要項」という。）確認事項９（２）に

基づき、西部地区細部運営要領を次のとおり定める。 
 
１ 移籍追加登録選手の承認［県要項１０（４）・別紙第１使用方法１⑤⑥関連］ 
   「移籍追加登録選手の詳細」の承認権者は、ブロック責任者とする。 
 
２ 同勝点で順位決定が必要な場合の方法［県要項１２（３）関連］ 
   原則として再試合とし、勝敗が決しないときはＰＫ戦（ペナルティシュートアウト）による。 

関係チーム及びブロック責任者が同意し、日程・グラウンド・第３者の審判員の確保が不可能な 
場合に限り、西部地区運営委員長（地区責任者）の承認を得たうえで、ＰＫ戦（ペナルティシュー

トアウト）方式とすることができる。 
   
３ エントリー表の提出［県要項確認事項１（１）・別紙第１使用方法１③関連］ 
   エントリー表は、西部地区の指定する日までに、西部地区運営委員長並びに、各ブロック責任者宛 

各 1 部提出する。なお、その後のエントリー表の提出はブロック責任者宛行う。 
 
４ 西部地区としての統制事項 
 （１）４月１４日から１０月６日の間、県実施要項８に定める期日を実施日とする。 

上記に加え、６月２日を西部地区独自の予備日（ただし、前期としてのみ使用）に設定し、同日ま

でに前期を終了させる（県要項１１（１）③に定める選手の入れ替えは、対象チームの前期終了ま

で不可とする）。 
なお、学校登校日等により上記日程が定められない場合は、ブロック内で調整し、地区運営担当 
委員と協議の上、地区運営委員長の承認を受けたうえ日程を定める。 

    その日程については、４月末日までに確定する。 
    また、予備日については、事前にブロックごとに定める。 

  （２）天候その他の事由による中断・中止の場合［県要項確認事項５関連］ 
    ① 中止については、会場ごとに会場責任者がブロック責任者と調整のうえ決定し、関係チームに 
      連絡する。 
   ② 実施日・予備日とも雨天等により当該節が実施出来なかった場合、ブロック内で調整し、なるべ

く同月内で実施のこと。 
③ 後期は、前期全試合をすべて終えてから開始する（県要項１１（１）③に定める選手の入れ替え

発生の可能性があるチームが含まれるブロックの開始日は、６月９日以降とする）。 
④ 県要項１１（１）③に定める選手の入れ替えは、対象選手が入替前のチームの後期に参加（出場

のみならずエントリーされている状態を含む）していない場合に限って認められる。 
   ⑤ 試合途中で中断した場合 
     ・再開後の試合時間は規定の試合時間の残り時間とする。 
    ・再開できない場合は、その時点の得点をもって試合終了とする。 
   ただし、ブロック責任者、会場責任者及び当該チームが合意のうえ地区運営委員長が承認した場合は、 
   別日程で再試合を行うことができる。 

 （３）ブロック責任者（チーム）の業務県制定の『２０２４年度埼玉県第 4 種サッカーリーグ戦

ブロック責任者の業務』記載の業務を遂行する。 
    主たる業務は下記のとおり 

    ① 各ブロックの連絡調整役として、試合の日程、組み合わせ、審判の割当等を行う。 
    ② ホームチーム及び会場責任チームをはじめ参加全チームの協力を得て円滑な運営に努める。 
    ③ 各チームの 新版のエントリー表原本（別紙第１付紙第２「移籍追加登録選手の詳細」を含む。） 
      ・メンバー表及び審判報告書・運営状況チェック表をリーグ戦終了まで保管する。 
   ④ 県要項別紙第２「報告事項一覧表」に示された次の報告を行う。 
      ・対戦予定：決まり次第その都度：報告先は別途指示 



     ・結果速報：試合終了の翌日中：報告先は別途指示 
     ・第４種選手権大会出場チームの 終版エントリー表（原本）：県要項別紙第２のとおり 
     ・運営状況チェック表：対戦終了の都度記録：県要項別紙第２のとおり 
     ・その他の報告事項：報告先は別途指示 
     ・審判報告書：県要項別紙第２付紙第４「その他の報告事項」①②のとおり 
   ⑤ 経理会計の処理（県要項確認事項９（３）） 
      ⑥ 上記業務の適切な遂行に必要な情報等の受領のため、全地区を対象とする西部地区ブロック責任

者会議（期日後日連絡）に出席する。 
 （４）会場運営責任者（チーム）の業務 
   ① 結果速報を当日中にブロック責任者に送付する。（メール又はＦＡＸ） 
   ② 審判報告書（原本）をブロック責任者に送付する。（郵送等） 
 （５）参加チームの義務 
   大会実施のため、参加チームの協力が円滑な運営の条件となる。参加チームは、下記事項を遵守し、 

日程の厳守・運営に協力のこと 
   ① 適任の有資格審判員を２名以上帯同すること（本部による審判証の確認を受ける） 
   ② 試合参加可否の予定を３週前までにブロック責任者に送付する。この際、参加否の場合は具体的 
     な理由を明記すること（メール又はＦＡＸ） 
     参加否の理由が学校行事以外の場合は、不戦敗扱いとする。 
     参加否（承認済の場合）による未消化試合の場合、当該チームは会場確保、日程調整について責

任をもってブロック責任者に協力すること 
   ③ 試合予定１週前以降のキャンセルは原則として不戦敗とする。 
     但し、感染症等による学級閉鎖等により参加可能選手が試合成立要件に満たない状況が生じて、

ブロック責任者の許可を得た場合には、不戦敗扱いとせず、当該チームで会場確保、日程調整し

て試合を行うことが出来る。 
    ④ 棄権の場合は事前にブロック責任者に連絡する。ただし、割当審判は履行しなければならない。 
    ⑤ グラウンドの２回以上（基準）の提供、および会場運営責任者を行うことを原則とする。 
   ⑥ 県要項、確認事項及び本細部運営要領を遵守する。特に、試合当日の正副ユニフォーム、選手証、

審判証の携行及び事前の連絡、送付期限の厳守に注意する。 

 （６）その他 

    ①ユニフォームについて 

・背番号の色違い・デザイン違いは可とする。 
      ・ユニフォームの主たる色と異なる張り番号を認める。 
     ・ゴールキーパーのアンダーシャツ・アンダーショーツ・タイツの色は、フィールドプレーヤーの 

ものと異なる色とする。 
以 上 

      令和６年３月２０日 

                          埼玉西部地区少年サッカー連絡協議会 
 

移籍追加登録選手の詳細等の第 4 種サッカーリーグに関する書類は、埼玉県第４種少年サッカー連 
盟ホームページ（http://www.saitama-u12.com/league/）参照のこと。 



　 　 　 　

1 10 19 27 35 44 53 61

2 11 20 28 36 45 54 62

3 12 21 29 37 46 55 63

4 13 22 30 38 47 56 64

5 14 23 31 39 48 57 65

6 15 24 32 40 49 58 66

7 16 25 33 41 50 59 67

8 17 26 34 42 51 60 68

9 18 43 52

　

69 78 86 94

70 79 87 95

71 80 88 96

72 81 89 97

73 82 90 98

74 83 91 99

75 84 92 100

76 85 93 101

77 表示枠の都合でチーム名は略称にて表示

ブロック責任者

Aブロック Ｂブロック ＨブロックGブロックCブロック Dブロック Eブロック Ｆブロック

東松山東 鶴ヶ島SCU12

ＦＣリアル・グレー ＮＵ広谷 柳瀬レッドローズ 川越芳野

川越福原・ネイビー

にっさいＦＣ

１ＦＣ川越ホワイト

勝呂ＦＣ

ＦＣコリオーラ 鶴ヶ島サザン サイタマジュニア

AMA 荒幡ビガーズ

川越ﾊﾟﾝｻｰ IRUMA　CITY ＪＦＣ三芳

狭山台イレブン JFCときがわ

長鶴サッカー DIPLOMATS・オレンジ

小手指サッカー

川越ﾊﾞｯﾊﾛｰ ボカ　ジャパン パルセイロ

飯能ブルーダー 上福岡サンダース 所沢サッカー

地区運営担当委員：土　屋　仁　志　mobile：090-1112-4290　mail：tekiyou1@gmail.com

武蔵野ＦＣ 扇ＦＣ

藤沢ＦＣ 山口サントス 武蔵野ＦＣ

Iブロック

藤沢ＦＣ 山口サントス

清進サッカー 金山ＦＣ KIDSPOWER.・B 富岡サッカー 鶴ヶ島栄 ムサシＦＣ 金子ＦＣ ネクサスSV

扇ＦＣ

 

ブロック責任者

Jブロック Kブロック Lブロック

川越ﾗｲｵﾝｽﾞ 高階イレブンス 藤沢東 旭サッカー

ＮＫＦＣ レアル狭山・ﾎﾜｲﾄ FC.Fusabio 上新井サッカー 川越ひまわり 川鶴FC 川越ﾔﾝｶﾞｰｽ ＦＣなめがわ

川越福原・レッド 浅羽野 加治フォルテス 所沢ファルゴランテ ふじみ野チャンプ みずほ台 ｲｰｸﾞﾙﾌｧｲﾀｰ INDEPENDIENTE

霞ヶ関少年 チャレンジ

美杉台・ブルー 東松山北 ダイナモ川越 川越笠幡ＦＣ 武蔵野イレブン アスルアーザ 川越ｽﾊﾟｰｸｽ 狭山台グリーン

狭山台ｷｯｶｰｽﾞ・ﾎﾜｲﾄ 飯能ジュニア アルベスタ小川 川越岡田 ＦＣリアル・レッド レアル狭山・ﾚｯﾄﾞ

宮前サッカー プレジール 美杉台・レッド 美原サッカー大井少年

勝瀬ふじみ野 入間少年少女 若狭サッカー カムイジュニアB 西富サッカー 狭山アゼィリア 吉見Ｔフレッサ

地区運営担当委員：吉　田　　　浩　mobile：090-2641-0617　mail：yosshi@jcom.home.ne.jp 地区運営担当委員：　荻　野　勝　弘　mobile：090-2421-5066　mail：ir140000@city.iruma.lg.jp

地区運営委員長  (    土　屋　仁　志      )

２０２４年度　埼玉県第４種リーグ戦　西部地区組合せ

北坂戸

三ヶ島FC ＦＣ鶴ヶ島 川島ｻｯｶｰ DIPLOMATS・ブルー 柏原ジャガーズ ＥＣ　ＦＵＪＩＭＩＮＯ 東松山南 富士見ＦＣ

鶴ヶ島ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ 狭山台ｷｯｶｰｽﾞ・ﾌﾞﾙｰ 若松キッカーズ 宮前サッカー プレジール 大井少年 美杉台・レッド 美原サッカー

鶴ヶ島ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ 狭山台ｷｯｶｰｽﾞ・ﾌﾞﾙｰ 若松キッカーズ


